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は じ め に

　2005 （平成17）年 3月 1 日に，厚生労働省 の 第三 者機関で ある 「ハ ン セ ン 病 問題 に 関す る検証

会議」（金平輝子座長）が 同省に最終報告書 を提 出した が
， そ の 中で 「福祉 界」の 責任 が次 の よ う

に 問われて い る。

　 ハ ン セ ン 病 の 「患者」「元 患者」 似 下，「ハ ン セ ン 病者」と表記す る）の 人権 を守 る立場 となる

べ き福祉界 に は ，「無 らい 県運動」に お い て 協力機 関で あ っ た民生 委員が 「隔離収容」に 大 きな役

割を果 た した こ と ， そ の 後 の 療養所 内で の 「反 福祉 的」処 遇 に つ い て ほ とん ど問題 視 して こ なか

っ た こ と に よ り， 「隔離政策」に 協力及び それを容 認 し，
ハ ン セ ン 病者 を 「忘れ去 られ た 存在」に

して い た 責任 に対す る指摘が ある 。 さらに ， 「戦後 もまだ 克服 されて い な い
， 憲法第25条プ ロ グラ

ム 規定説に見 られ るよ うな恩 恵的 ・慈善的福祉観が，患者 自身に よる権利運動 を認知 す る こ と を

妨げ て い る とい う点 」が 「何 よ り特筆され るべ き」 として指摘され て い る
1）

。

　社会福祉の 立場か らは ， 検証会議 の 「問 い 」 と と もに ， 過去か ら現 在 に至 る責任か ら ， こ の よ

うな人権侵害が 起 こ らない 理論 の 構築 を果 た す必要が あ る と考 える。本論考 で は，「忘 れ られ た人

び とをつ くらない 」 とい う視点
2）か ら人権侵害 を起 こ さな い ため の 社会福 祉理論 の 基礎構築 を 目

的に ， 「ハ ン セ ン 病問題 」の 原 因 と して の 偏見 と差別 に着 目し ， 「ハ ン セ ン 病 問題 」か ら人権感覚 ・

意識向上 を図る必要性に つ い て 論 じる こ と とする。ま た
，

ハ ン セ ン 病者 とそ の 家族に と っ て の 「完

全 な解決」は 「不可能に 近 い 」こ と を断 っ た 上で ， 本論考 を通 して ， 「人 間 （人権 ）回復」の
一

助

に した い と考 える。

　さて ， 「ハ ン セ ン 病」 に関しては ， 「ら い 病」 「ハ ン セ ン 氏病」 が 同類語 同義語 として使用 され

る場合 が ある が
， 歴史的 ， 意味的な観点か ら， 本論考 に お い て は ， 「ハ ン セ ン 病」を使用 す る。た

だ し， 引用 文 ， 固有名 詞 を使用す る場合 に 限 り， 鍵括弧 をつ けて 「らい 」「癩」を使 用す る 。 ま

た，「患者」 「元患者」 を包括す る概念 と して 「ハ ン セ ン 病者」 と表記す る の は ，病気 の 人 と して

の 「患者1， 病気で あ っ た人 と して の 厂元 患者」 を区分 する こ とで起 こ る差別認 識 ・意識の 問題が

（23）
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あ り，さ らに， ハ ン セ ン 病者 は 単に 病気の 問題 だ けで は な く，政策 に よる療養所 へ の 強制収容 に

よ っ て 社会 関係 に 大 き く影響 を受 け ， 「ハ ン セ ン 病 に付与 され た社会文化 的な意味付与　ス ティ グ

マ 　に よ っ て ， 彼 らの 『病 い 』の 範囲は きわめ て 包括 的な もの とな っ た」
3）こ と に よ り， 医療と個

人 の 関係 と して の 「患者」では な く， 様 々 な問題 を抱 え させ られ た 「病者」とな るか らであ る （蘭 ：

2004）。なお，あえて 「患者」と 「元患者」を区分す る必要が ある場合に は，価値付 け をしない 事

を前提 に して ，鍵括弧 をつ け て 「患者」「元 患者」 と して 区分 して 使用 す る こ とを断 っ て お きた

い
。

　ハ ン セ ン 病者 の 主観 的世 界 の 側 面で は ， 蘭由岐子 『「病 い の 経験」を聞 き取 る
一

ハ ン セ ン 病者 の

ラ イフ ヒ ス トリー一』 （皓星社 ，
2004）， 実態調査及 び法 的側面に つ い て は ， 内田博文 『ハ ン セ ン

病検証会議の 記録
一

検証文化 の 定着 を求め て
一
』 （明石書店，2006），森川恭剛 『ハ ン セ ン 病差別

被 害の 法 的研 究』 （法律文 化社 ， 2005）に ， 社会心理 学 の 側面 で は ， 中村真 「『偏見』に関する社

会心理 学 的研 究の 動 向一
こ れ まで の 研 究成果 と今後 の 展望 一

」『川 村学園女子大学研 究紀要』第 7

巻 （1996）， 社会学 の 側面 で は，小 山弘健 「総論」新泉社 編集部編 『現代 日本 の 偏見 と差別』 （新

泉社，1981）に 依拠 しなが ら論 を進め て い くこ ととす る。

1 ． 日本 に お け る ハ ン セ ン 病 及 び ハ ン セ ン 病 者に対 する社会 的認識

　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　
一

偏見 ， 差別の 過去 と現在 一

　本章 で は， ハ ン セ ン 病及び ハ ン セ ン 病者 に対す る認識の 変化 を起 こ す要 因が 発生 した 時期に よ

っ て ，第
一

に 「らい 菌」の 発見以前 （原因発見以前），第二 に 「らい 菌」の 発見か ら治療薬 （プ ロ

ミン ）の 開発 以 前 （伝染 病 と して の 不治 の 段 階）， 第三 に プ ロ ミ ン の 開発 及 び 日本に お け る使用 と

日本 国憲法施行 か ら 「らい 予 防法」廃 止以前 （基本的人権 の 位置づ け と可治 の 段階）， 第四に 「ら

い 予 防法」の 廃 止 と熊本地裁判決以後 （入間回復 の 段階） と して 4 区分 し， それ ぞれの 時代の 偏

見 と差別 の 状況 を整 理 しなが ら，ハ ン セ ン 病 及 び ハ ン セ ン 病者に 対す る社会的認識の 変化 に つ い

て 明 らか に した い
。

1 ．「ら い 菌」の 発見以前 （原因発見以前）

　ハ ン セ ン 病は，1873年 （明治 6 ）年 に ノ ル ウ ェ
ーの アル マ ウ ェ ル ・ハ ン セ ン が 「らい 菌」を発

見するま で は ， 宗教的に は 「天刑 病」， 医学的には 「遺伝病」 と して の 「ら い 病」で あ っ た 。 遺伝

病 と認 識 され て い た 時代 では ，

一
人 で もハ ン セ ン 病の 「患者」が 出た場合 ， 「家」の 構成員全員が

ハ ン セ ン 病の 血 筋 を持 つ と思わ れ ，

ハ ン セ ン 病者 とそ の 家族 に対 して差別 が行 われ ， 特 に 「結婚

差別」が行 われて い た と い うe また，家族間に お い て も 「患者」の み ならず，家族 まで もが 「恥

ずか しい 病 気」で あ る と い う認識 を持 っ て い た
4）

。

　
一方 で ，

ハ ン セ ン 病が 「遺伝病 で ある」 とい う認 識は ， 感染 す る もの では な い とい う認 識 を生

み ， 「患者」の 中に は寺 院周辺 で 「生 活」するな ど ， 浮浪する もの も数多くい た が
， 施設や 病院に

「隔離」 され る こ と な く，専 ら地域の 中で 暮 らして い た 。それは，「患者」との
一

定程度の 距離 の

あ る接触 にお い て感染が起 こ らなか っ た こ とか ら，感覚 的に うつ らな い こ とが 分か っ て い たか ら

（24）
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「ハ ン セ ン 病 問題 」か ら偏 見，差 別 に つ い て 考 え る （廣 畑 圭 介 ）

で もあ ろ う。 現在 の 医学的知 見か らは ， 感染 が起 こ るはず もなか っ た と い え る。そ の た め ， 国と

して も特に問題視せ ず ， 政 策 として積極的に取 り組む 必要性が なか っ た の で あ る。「らい 菌」が 発

見され る前は ， 科学的知識や 認識の な い 偏 見 と利害関係 に基づ く必ず しも積極 的 とは い えな い 「差

別」が 行 わ れ た 時代 で あ る。

2 ．「ら い 菌」の発見 か ら治療薬 （プ ロ ミ ン ）の 開発以 前 （伝染病 と して の 不 治の 段 階）

　ア ル マ ウ ェ ル
・

ハ ン セ ン に よ っ て 「らい 菌」が 発見 され ， 遺伝病 説か ら伝染病 で あ る こ と が 医

学 的に明 らか に されて い くと，徐 々 に 国民の 認識に 変化 が 起 こ る こ と に なる 。 「遺伝」と い う偏 見

を残 しな が らも 「感染」の 恐怖が 生 まれ て い っ た 。 それ に 加え て ， 日本政府は 日清 ・日露戦争に

勝利 し西欧諸 国と肩 を並 べ る中で ， 「『日本の 恥 』を外国人 に見せ て は な らな い と の 思 い を
一

層強

くし」
5 ｝

， 自宅 でひ そか に生活す る 「患者」は と もか く， 公衆の 面前 に い る 「患者」を 「隔離」 し

なけれ ば ならな い と い う認識へ と変 わ っ て い く．そ こ で，国は 1907 （明治 40）年に 「癩予防 二 関

ス ル 件」 を公布 し， 隔離政策 を開始 した 。 その 後 1909 （明治 42）年に 青森 県 ， 東京府 ， 大阪府 ，

香川県，熊本県に 公 立 の ハ ン セ ン 病療養所が 設置 され ， 緩や か で は あるが 「収容所」 と して の 療

養所 へ 「隔離」が進 め られ て い っ た 。

　1920年代 に入 り， 「隔離」が 強め られ，1931 （昭和 6）年 に 「癩予 防法」 （旧法）が 公布 された 。

こ の 法律 に よ り， 浮浪 して い た 「患者」だ けで な く， 全 「患者」に 対象が 拡大 され
，

そ して 「民

族浄化思想」 を背景 と した 「無 ら い 県運動」 と相 俟 っ て徹底 的な 「隔 離」が 全国的に行 われ るよ

うに な っ た 。 1940 （昭和 15）年 に は ， 「国民優生法」が制定 され たが ，
こ れ は 「ドイツ の 断種 法 に

な ら っ た もの で ， 国民 資質の 向上 を前面 に打 ち 出 しな が ら も人 口 減少 を防 ぐた め の もの で あ っ

た」
6）

と い う．「優生思想」を根底 にすえた 優生学の 中で も，優秀 な遺伝 を推進す る積極 的優生学 の

見地 か ら
， 「強 い 兵 隊」を確保す る こ とを 目的 とする もの で あ っ た 。 他方，劣悪遺伝 を防止す る消

極的優 生学の 見地 か ら ，
ハ ン セ ン 病者は 「癩予 防法」に基 づ い て ， 「隔 離」の 名の 下 に 地域 社会 の

中か ら排除 され て い っ た。それ に加 えて ， 本人 の 意思 に反 し， 法的根拠 の ない ま まに 人 工 妊娠 中

絶 ， 優 生手術 （ワ ゼ ク トミ
ー

）が行 われ た の で ある。

　伝染病 として の 不治の 段階 は，「社会 防衛思想」を基盤 とした伝染 病 に対す る 「恐怖 」が ス テ レ

オ タ イプ化 され た 偏見 ・差別意識 と 日本 の 「恥 文 化」に よ る 隠蔽意識 な どの 影響 を受 けて 「癩予

防法」が成立 し， 加 えて 「民 族浄化思想」を背景 と した 「無 ら い 県運動」に よ っ て ハ ン セ ン 病者

へ の 差別が 強化 され ， 「優 生思想」に 基づ く人工 妊娠 中絶 ， 優 生手術 に よ り，ハ ン セ ン 病 者 の 子孫

及 び将 来に わた る人間関係 の 断絶が 行 われ始め た 時期 で ある。

3 ．プ ロ ミン の 開発及 び 日本 に お け る使用 と 日本国憲法施行 か ら 「らい 予 防法」廃止以 前

　　 （基本的人権の位 置づ け と可治 の 段階）

　1943 （昭和 18＞年 に 「プ m ミ ン 」
7）の 有効性 が 米国の ガ イ ・フ ァ ジ ェ ッ トらに よ っ て 報告 され

た 。その 後，DDS ， リ フ ァ ン ピ シ ン
， ク ロ フ ァ ジ ミ ン ，プ ロ チ オ ナ ミ ドな ど の 効果的 な薬剤 が 開

発 され て い っ た 。 日本で は ， 1947 （昭和 22）年 頃か らプ ロ ミン が使用 され始め ，
ハ ン セ ン 病の 治

（25）
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療に効 果 をあ らわ した 。

　1947年 に 日本国憲法が施行 され る と療養所 入所者 の 人権意識が高ま り， 栗生楽泉園 の 特別病室

事件や プ ロ ミン 獲得運動 を契機 に 「隔離政策」か らの 解放 を求め る運動が 活発化 した。 しか し ，

1948 （昭和 23）年に 「優 生保護法」が 制定 され，人工妊娠 中絶 と優生手術 に 法的根拠が 与 えられ

る こ と とな り， 1953 （昭和 28）年に は ， 「癩予 防法」 （旧法）が 改正 され 「ら い 予防法」 （新法）と

な っ て 「隔離政策」が継続 され て い っ た。改正 に対 して は ， 全 国ハ ン セ ン 氏病患者協議会 （以下 ，

全患協） が 結成 され ， 「隔離政 策」 とその 根拠 とな っ て い る 「癩予防法」の 改正 運動 を行 な っ た

が ，世 界の 動 向に 逆行 した 「三 園長発言」
8）に よっ て ，政策 を動か す こ とが で きなか っ た の で あ

る 。

　1956 （昭和 31）年 4 月に ， 「らい 患者救済及び社会復 帰国際会議」が マ ル タ騎士修道会主催 に よ

っ て ロ ー マ で 開催 され ，   差別法の 撤廃   偏見等 を取 り除 くた め の 啓発 活動 ，   早期発見 ・治

療 の 方策，  入 院治療 の制 限，  児童 の 感染保護，  社会復帰等の 援助が 決議 された が ， い ずれ

も日本 の 政策 の 見直 しを迫 る内容 で あっ た 。

　1958 （昭和 33）年 11月には ， 東京で 「第 7回 国際ら い 会議」が 開催 され ，   ス ル フ ォ ン 剤の 優

位 Lkの 確 認，  外来 治療 の 整備 の 重要性 へ の 指摘，  早期発見 ・治療 の 重要性 の 強調 ， が行 われ

た 。 また こ の 会議で は，  法 に 基づ く強制隔離の 無効性 ，   無差別 の 強制 隔離廃止の 勧告 ，   差

別行為か ら の 法律に よる保護 ， が提示 され た 。

　続 い て ， 1959 （昭 和 34）年 に 「第 2 回 WHO ら い 専 門委員 会」 が ジ ュ ネーブ に お い て 開催 さ

れ ，   療養所か ら外 来治療 へ の 転換 ，   外来治療 の 原則化 ，   他 の 伝染病 と同 じ範疇へ の 位 置 づ

け，  原則に適合 しな い 特別法 の 廃止，が勧告 された
9）。

　 い ずれ の 動 向にお い て も， 世 界の 潮 流に逆 ら い
， 日本 の 「隔離政策」の 大幅 な見直 しが 図 られ

る こ とは なか っ た の で ある。

　そ の 後 ，
1964 （昭和 39）年 に 厚生省結核予防課 か ら全 患協 の 要請 に沿 っ た 見解が 出され た が ，

前進せ ず法 改正 が 実 現 しなか っ た 。ハ ン セ ン 病者 の 社会復帰 と 「らい 予防法」改正 の 問題 は ， 国

の 「隔離政策」に よ っ て つ くり出され た偏見 と差別 を解消 して い か なけ れ ば進 まない 状況 に 陥 っ

て い た
。 そ の た め ， 厚生 省は社 会復帰 に代 わ る園 内処 遇 の 改善を重 視 し， 法改正 を遅 らせ る こ と

とな っ た の で ある。 1970年代 に入 る と， 厚生省は ， 法改正 に よる処遇 の 後 退 を危惧 して ， 予 防法

の 隔離条 項の 存在 を盾に
， 療養所の 事実上の 部分 的開放化 と処 遇改善 を推 し進め る こ と とな っ た 。

1980年代 に は ， 幾度 とな く関係機関 よ り 「らい 予 防法」改正 の 要請が行 われた が ，改正 す る に は

至 らなか っ た
1°〕。

　こ の 時期 は
，

一部 の 医療従事者 の 利害関係に 基づ く非科学 的情報 を採用 する こ とに よ り， 世 界

の 動向に 著 し く反 して 「隔離政策」 を継続 し，ハ ン セ ン病者 の社会復帰 とい うよ りも，療養所 内

で の 処 遇 改善 と い っ た 方策が 採 られ た 。
ハ ン セ ン 病 r患者」 に と っ て は，病気を回復す る こ と が

で きる よ うに な っ た が ，
ハ ン セ ン 病者は長 年に わ た る 「無 ら い 県運動」， 「隔離政策」 に よ っ て植

えつ け られ た 偏見 ， 差別意識に より社会復帰 を阻 まれ ，

一方で宮坂 が指摘 して い る「知識 の 空洞」
Il ）

と して 「忘れ られた 存在」に 位 置づ け られて い た 時代 で あ っ た と い える。
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　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 「ハ ン セ ン 病 問題 」 か ら偏見，差別 に つ い て 考 え る （廣 畑 圭 介 ）

4 ．「らい 予防法」 の 廃止 と熊本地裁 判決以 後 （人間回復の 段階）

　1994 （平 成 6 ）年 に 元 厚生 省公 衆衛 生局長等 を務め た 大谷藤郎の 見解が 発 表 され ， 漸 く 「らい

予防法」廃 iヒに 向け て動 き出す こ とに な る 。 1995 （平成 7 ）年に保健 医療局長 の 私 的諮 問機関 と

して の 「らい 予防法見 直 し検討会」 （大谷藤郎座長）が設 置され，1996 （平成 8＞年 1 月に菅直人

厚生大 臣が 法の 廃止の 遅 れに対 して公式に謝 罪 を行 っ た。同年 3月に 「らい 予防法」廃止法が 成

立 し， 4 月に 公布 され る こ と に な っ た
12）。

　1998 （平成 10）年 7 月に は ， 熊本地 方裁 判所 に 国の 「隔離政策」の 責任 を冏 う 「ち い 予防法違

憲国家賠償請求訴訟 」が 提起 され ， 2001 （平成 13）年 5 月11日に 熊本地 裁 は ， 国の 責任 の 否定 を

退け ， 原告全 面勝訴 の 判決 を下 した 。12 日後 の 5 月23日に小泉純一郎首相が 控訴 を断念 し， 国の

敗訴が 確定 した の で ある
13）。

　国の 責任 が 明 らか に され，ハ ン セ ン 病者に対 する補償 が行 われ て い っ たが ，2003 （平成 15）年

に ， 「らい 予防法違憲国家賠償 請求訴訟」が行 わ れ た菊池 恵楓 園 の ある熊本 に お い て ，
ハ ン セ ン 病

「元患者」に対 す る宿 泊拒否事件が起 こ っ た。こ れ は ， 熊本県が実施 す る 厂ふ る さ と訪 問事業」で

宿泊 を依頼 したア イ レ デ ィ
ー

ス 宮殿 黒川温泉 ホ テ ル （現在 は廃業）が 「乳幼 児など他 の 宿泊者 に

感染す る恐 れ が あ る」 と して 拒否 し， 県が 説明 を行 っ た が ホ テル 側が こ れに 応 じず，熊本地方法

務局と熊本県が旅館業法違反 で熊本地 検に告発 した もの で ある 、 後述 して い るが， こ の 事件に関

連 して
， 「差別文書」が ハ ン セ ン 病者 に送 りつ け られて い る こ とは見逃せ な い 事実 で ある。

　他方 ，
2002 （平成 14）年 10月16 日 に 様 々 な分 野の 専 門家で構成 され た 「ハ ン セ ン 病 問題 に 関す

る検証会議」 （金平輝子座 長）の 初会合 が開催 され，以降 ハ ン セ ン 病者に 対す る聞 き取 りや各療養

所 の実態調査 が行 われ て い っ た 。 そ し て ， 「ハ ン セ ン 病 問題」に 関す る 「検証」を実施 した 結果 と

して ， 2005 （平成 17）年 3 月 1 日に ， 最終 報告 書が厚生労働省に提出され た 。

　最近で は ， 日本 の 旧植 民地統治下の 韓 国 （小 鹿島 ・ソ ロ ク ト更生園〉 と台湾 （楽生院） の ハ ン

セ ン 病 「元 患者」が 「ハ ン セ ン 病補償法」に 基づ く補償 請求 を認め なか っ た の は違法だ と して 日

本政府 に処分 の 取 り消 しを求め た訴訟 で ，2005 （平成 17）年 10月25 日 に 東京地 裁 は 台湾 の 「元患

者」に補償金 を支 給 す るよ う国に命 じたが ， 韓国の 「元 患者」 の 請求は退 けた 。 しか し ， 2006年

（平成 18）年 1 月24 日 に厚生労働省は ， 日本統治時代の 韓国と台湾の ハ ン セ ン 病療養所の 入所者に

対す る救済問題 に 対 して ，補償請求 者に補償金 を支給す る方針 をとる こ と に な っ た 。

　「らい 予防法」廃止 か ら2006年現在 で は，ハ ン セ ン 病者に対す る補償政策が 行 われ，検証会議 に

より， 国及 び 地方 自治体 ， 医療界 ， 法曹界 ， 福祉 界 ， 宗教 界 ， 教育界， マ ス メデ ィ ア等 の 責任が

明確化 され ，

ハ ン セ ン 病 及 び ハ ン セ ン 病者に対 する理解 の ため に ， 行政 が主体 とな っ て普及 啓発

を行 い
， 国民の 理解 は広が りを見せ て い る 。 だ が

一
方 で ， 黒 川温泉宿 泊事件 とそ の 関連 の 事件に

み られ るよ うに，国民 の ハ ン セ ン 病及 び ハ ン セ ン 病者に 対す る偏見，差別意識 は ，あ ま りに も長

期にわ た っ て 偏見に曝され ， 強 力な差別行為が行なわ れ たが ゆ えの 後遺症 と して ， 現在 に至 っ て

も根深 く残 されて い るの で あ る。
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II． 偏 見 ， 差別 につ い て 考 え る

1 ．偏 見 ， 差別 とは

　『現代 国語例解辞典』に よる と，偏見 （Prejudice）とは，「か た よ っ た もの の 見方，考 え方。公

平 を欠 い て い る意見の こ と」で あ り， 差別 （Discrimination）とは ， 「け じめ をつ け る こ と。差 を

つ けて 区別 す る こ と。特 に ， ある もの を他 よりも低 く扱 うこ と」を意味す る
L4 ）。偏見に つ い て ， オ

ル ポー トは 「ある 集団に 所属 して い るある人が ，た ん に その 集団に 属 して い る か らとか ，それ ゆ

えに また ， そ の 集団の もっ て い る嫌 な特質 をもっ て い る と思われ る とか と い う理 由だ け で ， その

人 に対 して 向け られ るけんお の 態度 ， な い しは敵意ある態度」
L5 ｝

と定義 して い る 。 中村 （1996）

は，偏見 を 「個人が 特定 の 集団あ る い は そ の メ ン バ ー
に対 して ，事実に即 して 判断す る の で は な

く， 予断や先 入観 に よ っ て 抱 く否定的感情 また は 拒絶的態度」 と捉 え， 「『偏見』は ， 人間社会の

さ まざ まな領域や場 面に 数 多く存在 し，それ に よ っ て ，集団間の 相互 交流が 妨げ られた り，異 な

る集団 メ ン バ ー
間 の 対立 や 葛藤が生 じて い る 。 ま た ， それ らが過 激 な形 とな っ て行 動に至 っ た」

1fi）

もの を， 差別 と捉 えて い る。小 山 （1981）は ， 偏見に つ い て 「か た よ っ た ・一方的にゆ きすぎた

見方 ・考 え方 ・意見 ・見解 の こ と で あ り，それ は全面的で 正 確 な見方や考 え方 の 反対で あ る」 と

し，さ らに 「
一

定 の 立場や条件 に規定 されて ，
一

面的に 固定 され て しまっ た り一方的に ゆ きす ぎ

て しま うこ とが ある 。 しか も，それ を全体的で 正確な もの で あ るか の よ うに思 い こ み ，対象 をか

っ て に お しゆ がめ て実体 とは ま っ た くちが う中身をあた え て し ま う」
17 ｝

と述 べ て い る。また ， 「社

会 の 人 間集団の うちでか な らず有利 な社会 的地位 を占め ， よ り大 きい 特権 をうけ る優勢 な一群 の

人間で あ る 。 こ の 特権者層 ・優 勢者集団が，そ の 特権や 有利な地 位 をまもる 目的で お こ な う
一

定

の 『行動 の 過程』」
18） を差別 として い る 。

　以 上 に依 拠 しなが ら偏見 ， 差別 の 概念 を整理 する。

　偏見 とは ，

一
定 の 立場や 条件に規定 され つ つ

， 個 人が そ の 他 の 個人や 集団に対 して もつ 予 断 ，

先入観や情報の 偏 りなどに よる偏 っ た 「もの の 見方」か ら起 こ る否定的感情や拒絶 的態度で あ り，

全面的 で正確な見方や考 え方が で きな い 状 態で ある。

　差別 とは ， 価値付け をしな い 単な る区分 で は な く， 利害関係に影響 を受 けなが ら人 の 存在価値

に上下 な い しは高低 をつ けて区分 し， 「下」な い しは 「低」を排除す る意識か ら起 こ る行動 ・行為

の 過程 と その 行動 ・行為 で ある。

2 ．「ハ ン セ ン病問 題」に お け る偏見 ， 差別 につ い て考え る

　次 に ， 歴史が 連続性 の 中に あ る こ とを踏 まえ た うえで ， 基本的 人権が 位置 づ け られ た 日本国憲

法施行 以後に お ける ハ ン セ ン 病 及び ハ ン セ ン 病者に 対す る偏 見，差別の 原因 とそ の メ カ ニ ズ ム に

つ い て考 察 し， 「ハ ン セ ン 病 問題」の 原因に つ い て 明 らか に し た V  

　偏見 に つ い て ， 個 人の パ ー
ソナ リテ ィ

ー
の 問題 と して 促 え る場合 に は ， 「権威主義的 パ ー

ソ ナ リ

テ ィ
ー

」の 存在が 指摘され ， 精神力動過程 に原 因を求め る立場で は ， 人 び との 怒 りや 攻撃性 が 置
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　　　　　 　　　　　　　 　　　　 「ハ ン セ ン 病 問題 」 か ら偏見，差別 に つ い て 考 え る （廣畑 圭 介）

き換え られ た もの ， 自己 の 欲望や 否定 的な特性が 投射 され た もの な どの 「自我防衛機能に よ る も

の 」と して 捉 えられて い る。また
， 偏 見 の 形成 因と して 「社会的 カ テゴ リー化」，「ス テ レ オ タイ

プ 」
19）が 指摘 されて い る ． 社会学習理 論 では ， それは 人間が 生 まれ っ き持 っ て い る もの で は な く，

発達過程の 中で 獲得 した規範や価値観 の 中に含 まれ る とされ る
2°）

。

　差別 に つ い て は ， 小 山に よ る と 「か ならず しも偏 見か らうまれ る とは か ぎらな い 。利害関係が

む しろ差別の 帰因 となっ て い る。た だ ， 差別行為 が つ づ く中で逆 に ， 被差別 者に た い す る偏見が

うまれ，敵意が 増大 して い っ て ，その 差別行為 を合理 化 し正 当づ けよ うとす る。は じめ偏 見 と は

関係の な い 動機や意図か ら で て きた社 会的差別が ， その 行為 の 過程 と継続 の うち に ，お の ずか ら

偏見 をうみ出して差別 と表裏の 関係にお くの で あ る」と い う
21）。

　権威主義的 パ ーソ ナ リテ／
一

の 聞題 か らは ， 人権感覚 ・意識 の 欠如，エ ス セ ン トリズ ム （自集

団中心主義）や 自己人権 中心主義 を生起 して い る こ とが指摘 で きる。個 人的な側面 と環境に よ り，

権威主義的パ ー
ソ ナ リテ ィ

ー
が 形成 され た場合，物事 を単純 に 二 分化す る傾 向や 思考 に融 通性 が

な く， 自らを上位 （中心 ）に ， 他者 を下位 （周 囲）に位 置づ け る思考法 を採 用す る こ とか ら ，
パ

タ
ー

ナ リズ ム
22 ＞

な発想や 行動 を とる こ とに な る。社会 的に 自らを優位 に位 置づ けた い ため ，
ハ ン

セ ン 病者 を下位 （周囲）に 捉 え，そ の 存在 を軽視 ある い は否定す る こ とか ら，偏見，差別す る立

場 に陥 っ た の で あ る。

　代表的な人 物と して は ， 国民に大 き く影響 を与えた，あ る い は偏見 ， 差別 の 環境 をつ くる役割

を果 た して しま っ た 光田健輔
23 ）が挙げ られ る。光田 は 「医学的に 見て妄信 に近 い 主張 を重ね る と

と もに ， 元老や皇室 な どに接近 し，
これ らの 権威 を利用」

24 ） し， 「ら い 予防法」の 改正 論議 の 中で

前述 した 「三 園長発 言」 を行 っ て い る。光 田は，医学界 と療養所 長 の 立 場 と い う権威 を維持す る

こ とに とらわれ ， 人権感覚 ・意識 を欠如 させ ，
ハ ン セ ン 病者 に 対す る偏見 をもっ て ， 差別 で ある

「隔 離政 策」の 継続や 人 工 妊娠中絶 と優生手術 の 実施 に大 きな役 割 を果 たす こ とに な っ た の であ

る 。

　社会 的に影響 力の ある立場 の 者た ちが 「隔離政策」の 継続 を提言 し， 社会的 な構造か ら偏 見 ，

差別 を助 長 した こ とに影響 を受け，ハ ン セ ン 病 者に対す る ス テ レ オ タイプ化 され た 「恐 怖」 に よ

っ て 自己防衛機能か らさ ら に 拒絶 反 応 が 国民に 広が り， また資本主義社会 の 構造的問題 よ り生 ず

る社会 的な ス トレ ス の は け 口 と して ハ ン セ ン 病者 は対象化 され た の で あ る。国民 の 意識に潜在 す

る 「民族浄化思想」「社会防衛思想」に 後押 しされ て 「無 らい 県運動」が 継続 して 展開 される こ と

に な り，さ らなる偏見の 目を育て ，差別 を助長す る ある い は 差別 を強化 し偏 見を拡大す る とい う

悪 循環 をつ くりだすこ とに な っ た の で あ る 。

　社会学習 理 論か らは ，
ハ ン セ ン 病が 世 界 基準 で 外来治療 とな っ た段 階にお い て も，

日本で は ，

「隔離政策」とい う社会的 な差別構造 に影響 を受 け， ハ ン セ ン 病及び ハ ン セ ン 病者に 関す る情報が

ま っ た く入 らな い 環境 に あ っ た り， 「偏 っ た もの の 見方」や そ れ に 基づ く態度 をもつ 集 団 ， 利害関

係に 基づ い て 否定的 な態度をもっ 集団や 十分 な知 識 を得 ず否定的 な価値付 け を行 う集 団が形成 さ

れ ，
こ れ らに 所属す る こ とに よ り， 医学的に最新 の 正確 な情報が 入 らな い

， ある い は ハ ン セ ン 病

に 関す る正 しい 知識 を得 る機会や 非科学的情報 を得や すい 環境 の 中で誤 っ た 知識 を得 て しま う状
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況に 多 くの 国民が 陥 っ た こ とが 指摘 で きる。国民 の 多くは ， 社会 的に っ くり出 した環境 に よ り，

人権感覚
・意識 の 醸成が 阻害 され ， 獲得 した規 範や価値観 に人権 思想 を低 く位置づ けて しま い

，

ハ ン セ ン病者の 「人権」の 重要性 を認識 で きない 状況に 陥 る こ ととな っ た の で ある。

　ま た ，個人 の 認 識能力か ら は ，人 間は 必 ず しも物事 の 全体 を最初か らすべ て 把握 で きな い ため

に偏 っ た 見方に陥 Oや す い
。 現象が 自分 の 身近に起 こ らな けれ ば 気づ きに くく当事者の 視点 を持

つ こ とが 難 しい こ とな どか ら， 自己立脚点 の み に 陥 り， 偏 見を もちやす い 。そ して
， 人間が 物事

を相対 的に 認識す る場合 に は ， 分類 ・分別 （差別） を しなければ ならな い 時に ，差別意識が 起 こ

る。こ れ は，物事 を効率的に 認識す るた め に 「カテ ゴ リ
ー

化」 を行 うため で あ る 。 しか し ， 人 を

認識 しカテ ゴ リ
ー化す る場合 に ， 価値判 断をせ ずカ テ ゴ リ

ー化す る こ と と， 価値判断 をして カ テ

ゴ リ
ー化 す るの で は ， 大 きく意味合 い が異なる こ とに なる。さ らに後者 にお い て は ， 人の 一部分

の 評価 の 相対化で は な く，人間の 全体 として の相対化 に よる評価 に よっ て ，あ る特定の 人び との

「存在価値」 を低 く評価 し位 置づ けて しま うこ とに な り，こ れが 人権侵 害で ある 「差別」 を生ず

る 。

　岡田武世 （1988）は ， 人間 の 能力観 ・発達観 を論 じる中で ， 「人び とに見 出す こ と の で きる 『能

力』，
こ とに ある個 人の 総合 的あ る い は彼 （女） を代表す る ような 『能 力』 は きわめ て 多様 で あ

り，さ ら に ，時代 に よ り，社会 に よ り，そ して，観察す る人 の 立 場や 考 え方 な どに よ っ て評価 も

異な るもの 」で あ り， 「人び との 間に こ とさ ら 『能力』 『総合能力』の 差 を 『見出 し』， 故意に優劣

を い うこ とは ， 非科学 的で もあ り， 不 当 ともい える」 と指摘 して い る
25 ｝。他 者 の 人権 を否定 した

り， 低 く評価す る論理 は ， 自己の 人権 を否定 し，低 く位置づ け る論理 で もある。た とえば，戦争

を肯定 し， 人の 生命 を奪 う行為 をす る もの は，他者か らも自分 の 生命 を奪われ る こ と に なる 。 ま

た，評価の 尺度 を変えれ ば ま っ た く逆 の 評価 に もな りえ る もの で ある。

III． 「ハ ン セ ン病 問 題」か ら考 え る

1 ．「ハ ン セ ン病 問題」 とは何 か

　「ハ ン セ ン 病問題」とは どの よ うな問題か 。 第 1章 と第 II章 を踏 まえ， 本章で は 「ハ ン セ ン 病問

題 」の 原 因の 本質に迫 りた い
。 なお ， 「ハ ン セ ン 病 問題 」に お け る個 々 の 人権侵害等をすべ て 明 ら

か にす る こ とは筆者の 能力で は到底及ぶ と こ ろ で は な く不可能で ある た め，こ こ で は抽象的な次

元 で の 整理 に と どま る こ と をあ らか じめ 断 っ て お きた い
。

　あ る
一

部 の 社会的影響力 の ある立場 の 人び と の 人権感覚
・意識 の 欠如 と自 らの 立場 の 保持の た

め に ， 非科学的情報か ら国民 の 観 念的意識の 醗成が行 なわれ ， 「社会 防衛思想」に よっ て ハ ン セ ン

病 に 対す る 「恐 怖」の ス テ レ オ タイプ化が 起 こ っ た 。 さ らに 「社会 防衛 思想」が 蔓延 し，「恥 の 文

化」に よる隠蔽意識 と相俟 っ て行 われ た国の 「隔離政策」に お い て ， 「民族浄化思想」に基 づ く「無

ら い 県 民運 動」に後押 しされ ，
ハ ン セ ン 病者の 多 くは 強制的 ， 半強制的に療養所で の 生活 を余儀

な くされ た 。療養所 へ の 入所は ， 家族 に まで偏 見， 差別 の 被害 を拡大 しな い た め にや む な く容認

して い た の であ る。入所後に お い て は ， 実際 は強制労働 ， 懲罰 ， 監禁が 日常 的に行 われて い る環
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　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 「ハ ン セ ン 病問題 」 か ら偏見，差別 に つ い て 考える （廣畑圭介）

境に おか れ療養所 とは名 ばか りで あ っ た とい う。 また
， 療養所の 中で は ，「優 生思想」に 基 づ く優i

生保護法 第 1 条 の 「優生 上の 見地 か ら不 良な子孫 の 出生 を防止 する」
26） とい う目的の 下 で ，ハ ン セ

ン 病者の 「性」 と と もに ， 胎児や 新生 児が 抹殺 され ， 人権が 蹂躙 され て い る。他方 ， 「隔 離政策」

か ら逃 れ た者は，そ の 偏見 と差別 の 恐 怖に お び えなが ら生活 を送 っ てお り， 人権が 脅か されて い

た の で ある。

　 と りわけ重要なこ とは，「ハ ン セ ン 病問題」の 深層に 全体主義の 立場 をとる反人権 思想 と して の

「社会防衛思想」，「優生 思想」，「民族 浄化思想」が横た わ っ て い る こ と と， それ に 日本特有の 「恥

の 文化」が加 わ っ て 「隔離政策」や 「人工 妊娠 中絶」「優生手術」等 の 人 権侵 害が行 なわ れ て い る

こ とを見逃 して は な らない こ とであ る。「ハ ン セ ン 病問 題」に は ， 「障害者」「難病 患者」等に 対す

る偏見，差別 と同様 に，人 の 「存在価値」に 優劣 をつ け排除す る考 え方 で あ る反人権思 想が根底

に横 た わ っ て い る の であ る。

　「ハ ン セ ン 病 問題 」とは ， 「社会 防衛思想」 「優生思想 」「民族浄化思想」など の 反人権 思想 と 「恥

の 文化」か らハ ン セ ン 病 を ス テ ィ グマ 化 し ， 隔離政 策を実施す る こ と を通 して
， 国家 ， 地域か ら

組織的 に行 われ た ハ ン セ ン 病者 とそ の 家族 まで をも含め た 過去か ら現在 ， そ して 未来 に 至 る人権

侵害，様 々 な権利侵害，人間関係 ・社会 関係 を破壊 した差別 問題 で あ り， さ らに ハ ン セ ン 病者 自

身に その偏見 ， 差別意識 をうえつ け た問題 と い えよ う。

　「ハ ン セ ン 病問題 」は ， 第一
に ， 人 を見る視点が 「人権 思想」に根 ざ して ない

， ある い は 「反人

権思想」に根 ざ して い る こ とか ら生起 し， 第二 に
， 利害関係 に 基づ く対 立関係が あ り， 第三 に

，

反人権思想 と利害関係 に 基づ い た 国の 「隔離政 策」 に よ っ て ハ ン セ ン 病者 に 対す る差別構造が つ

くられ，第四 に，社会的な差別構造に よ っ て所属す る集団，地 域や 時代 ， 被教育暦な どか ら正 し

い 情報 が入手 で きず 「無知」「誤認 」か ら偏見 を普遍化 し ， 第五 に ， 社 会 的 ス トレ ス の あ る状 況 の

中で 強 い 立場 の 者か らハ ン セ ン 病者 の 差別 が行 なわれ ， 偏見 と差別が 悪循環 して い た の で あ る。

　以上 の こ とか ら， 「ハ ン セ ン 病閊題」を解決 して い く方向に 漸進す る た め に は
， 現在 い る 自 らの

立 場 とハ ン セ ン 病者 と の 関係の 強弱 を意識す る こ と ， 利害関係が ある場合 の 対立 軸 とな るハ ン セ

ン 病者に対する思慮 考 慮をする こ と， 「らい 予防法」に見られ た よ うな制度 等の 社会 シ ス テ ム の

問題点 の 改善 ，
ハ ン セ ン 病に 関す る正 し い 知識 の 伝達 ある い は 教育を行 な うこ と ， そ して 何 よ り

もそ の 基本 となる もの として，「人権 思想」に基づ く 「基本的人権」の 重要性 に つ い て の 意識化 で

あろ う。

2．社 会福祉 の立場 （人権思 想 に根 ざした 「忘れ られた人び と をっ くらない」視点）か ら

　　「黒 川温 泉宿泊拒否事件」を考 え る

　「黒川温泉宿泊拒否事件 」に つ い て ， 現在 の 医学的知見や 「ハ ン セ ン病 問題」の 歴史的観点か ら

は
，

ま っ た くハ ン セ ン 病者 （こ の 事件 で は ， 「元 患者」で あるが ）に は 責任が な い と い うこ とが い

え る 。

　「黒川 温泉宿 泊拒否事件 」を起 こ した 企業 の 側か らは
， 営利 を追求す る 中で 「少数 よ りも多数 を」

と い う論理 が 見え隠れす る。企業の 立場で考 える と， 収入 を得て 利益 を増や し て い くこ と を目的
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と して
， 多数 の お客が 来る よ うに して い くこ とを目標 とす る こ とに つ い て は

， 資本主義 と い う社

会体制に お い て は ， お客が大勢来る よ うに しよ うとする こ と 自体 は基 本的に は問題な い で あ ろ う。

とは い え， 黒川 温泉宿泊拒否事件 に つ い て は ，
ハ ン セ ン 病者の 権利 を侵害す る以上 ， 企業 として

の 「自由」の 範疇をあきらか に 越 え る もの で あ る。 こ の こ と は
， 「ハ ン セ ン 病問題」の 歴 史 とハ ン

セ ン 病 の 他者に及ぼす影響に つ い て理 解で きて い れ ば ， さらに 「（基本的）人権」に つ い て の 意識

が高けれ ば ， 納得で き る こ とで あ る。ホテ ル の 宿泊 に つ い て ， 「元 患者」 を拒 否 する理 由 が な く，

「患者」で あ っ て も拒否す る理 由が 見当た らな い 。原 因と しては ， 病気に対する 「無知」ある い は

「誤認」，営 利追求の 意識 と利害関係か ら起 こ る偏 見 ， そ して ，こ れ らの根 底に ある資本主義社会

に お け る 「経 済合理 主義」が あ る。

　続 い て ， 国や 地 方公 共団体の 責任に つ い て は ど うで あろ うか 。 「隔離政策」の 後遺症 と も言 える

国民 の 偏見や差別意識 ・行為 の 状況か ら，
ハ ン セ ン 病 に関す る知識 ，

ハ ン セ ン 病者に 対す る理 解

が 国民全体 に広が っ て い な い 現状 に鑑 み る と ， その 責任が 回避 で きな い と い うより， 責任が 重 い

と い わ ざ る を得 な い
。 熊本県の 説明 や 申し込み の 方法 など も問題 と い えよ う。

　国民の
一部 で は あるが ，

ハ ン セ ン 病者に対す る偏見 ， 差別 と して ， 菊池恵楓 園 の 自治会が 刷 っ

た 「差別文 書綴 り」が そ の 悪 し き例で あ る。平成16年 7月 4 日の 佐賀 新聞 「有明抄」に は ， こ の

「差別文書」 に 関する こ とが 論 じられ て い る e 「匿名 で 投げつ け られた 激 しい 敵意 と反感，憎悪や

嫌悪 はい っ た い どこ か ら湧 き出 して くるか 。 人間の 弱さか ， 自身も何か に傷 つ い て い て癒す こ と

が で きず に い る反 動か。」とあ る。具体例 として ， 「の う天気 な生 活 を毎 日 して い る くせ に 人権 だ

とか
， えらそうな こ とを言 うな。その ぶ か っ こ うな外見 ， よ くそれで 人間だ なん て 言えた もん だ」

「温泉 なん か 入 っ て遊ぶ 暇が あ っ た らボ ラ ン テ ィア で 人 の 為 に な っ て ， 自己犠牲の 仕事 を死 ぬ ま

で や れ 」「ら い 予防法が な い こ ろ は家に い られ ずに ル ン ペ ン しなが ら野 たれ死 ん で い た。世間様 に

面倒 を見て もら っ て い るの を忘れ な さん な」と い う文 章が 紹介 され て い る 。 そ して ，「人はなぜ 人

を差別 す る の か ，
こ れ ほ どの 教材 は な い 。市販 され れ ば とも思 う。多 くの 入 が 目にす る こ とに よ

っ て
， 投げ つ けた者 も， 自分 の 無知 と差別意識の 恥 ずか しさに気づ い て くれ るか もしれない と思

うか らだ 。 」と締め くくられて い る
2η

。 「らい 予防法」に 基づ く「隔離政策」「無 らい 県運動」「優i生

保護法」 とい う国の 政 策等が こ れ らの 認 識 を醸成した原因で あり，啓発活動が＋ 分 とは い えない

現 状 を示 すも の と して
， 国の 責任 が 問わ れ る こ とを否定で きな い で あろ う。

3 ．人 権感 覚 。意識向上 の 必要性 に つ い て

　人 間を理 解す るに は ， ご く
一

部 だけ を見 て 判断 した り，あ る
一

定の 価値 基準 （もの さ し）に よ

っ て人 の 側 面的能力を測 り， それ を全体 の 評価に した りして は ならな い と考え る 、 また，人間の

認識能力 と して全体 を即座に 把握す る こ と が 難 しい こ とか ら， 多面的 ・全体 的に見 る ・知 る姿勢

をもちなが ら他者 （人間）を理解 しようとし，人間の 「存在価値 」を正 当に評価 しようとす る （存

在 価値 を認 め る）こ とが ， 本質的 な人 間理 解の 方法 と考 える 。 換言す る と，他者 （人間）に 対 し

て偏 っ た 価値観 に基 づ く評価 を しな い 努力 を して い くこ とが ， 完全な理解は不可能に 近 い として

も， 人間理解 に つ なが っ て い くとい うこ とで ある。
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　　　　 　　　　　　 　　　　　　 「ハ ン セ ン 病 問題 」か ら偏見 差別 につ い て 考 え る （廣畑圭介）

　アダ ム ・ス ミス は ， 「人 間 と い うもの は ，
こ れ をどん なに利 d 的 なもの と考 えてみ て も， なお そ

の 性質 の 中に は ， 他人 の 運 命に気 を配 っ て
， 他 人 の 幸福 を見 る こ と が 気持 ち い い ， と い うこ と以

外 に なん ら得 る と こ ろ が ない ば あ い で も， それ らの 人達 の 幸福が 白分 自身に と っ て な くて は な ら

な い もの の よ うに 感 じさせ る何 らか の 原理 が 存在 する こ とは 明 らか で あ る。隣憫ま たは 同憂 （世

間の 事柄 を同 じよ うに心 配す る こ と）は ， ま さに こ の 種 の 原理 に属 し ， それ は 他人 の 不 幸を直接

見た り ， ある い は他 人 の 不幸に つ い て 生 々 しい 話 を聞か れた りす る と，それ らの 人々 の 不幸 に 対

して た だ ち に 感ず る情緒 で ある。他 入が 悲 しん で い る の を見 る とす ぐに 悲 し くな る の は ，な ん ら

例証す る必要 の ない 自明の 理 で ある 。 な ぜ なら ， こ の 情操は ， 人 問の 本性に お け る他 の すべ て の

本源的情感 と同様に ，徳の 高い 人 間とか慈悲深 い 人 間な らば あ る い は最 も鋭 く感 ずるか も知れ な

い が ， しか し必ず しもこ れ らの 人 々 だ けが こ れ を持 つ とは限 らな い 。極 悪人 や 社会の 掟 を破 っ た

最 も因業 な人間 と い えど も， 全 くこ の 情操 を持 た な い と は い えな い 」
28） と述 べ て い る （ふ りが な ，

意味に つ い て は 筆者が 加筆〉。

　 こ の ア ダ ム ・ス ミス の 言葉は ， 人間が他 人 ク）感 情を共 有 し うる可能 1生を持 っ て い る こ とを明 ら

か に した もの で ある。社会福祉 の 立場 と して ， 社 会福祉 専門職 （社会福祉士
， 介護福祉士 ，精神

保健福祉 士
， 保育士 ）を目指す人 び と は （人 間関係 の 中で 信頼関係 を構築 し て 成 D立 つ 仕事 をす

る もの す べ て に 該 当す る で あろ うが ）， 他人の 感情 を共有 しうる可能性 の あ る人聞 として の 「発達」

が 求め られ て い る 。 それ は
，

こ の 「発達」の 努力 な くし て は ， 援 助 を求め る者か ら信頼 を得， 社

会か ら必 要 とされ る専門職 高 い 評 価 を受け る専門職 として成立 しな い か らで ある。他 人 の 感情

を共有 し うる可能性の あ る人間 と して ， よ り 「発達」 して い くこ とは ， 社会福祉専 門職 と して の

力量 を高 め て い くた め の 前提 と い えよ う。そ して
，

こ の 社会福祉専門職 と し て 成立 する た め の 原

理 をい か に 培 っ て い くか が，福祉士 養成等の 教 育の 核 とな る の で ある 。

　 さ ら に ， 人権感覚 ・意識向上 を意図 で きる人 ぴ とが よ り数多 く育ち ， そ こ か ち種 が まか れ木 と

な り森 とな る とき ， ある い は点が 線 ， 線が 面に なる とき ， 具体的 には ， 「ハ ン セ ン 病問題 」な どの

人権侵害 の 問題に学 ん だ 人ぴ とか ら人権感覚 ・意識 向上の 必要性が 言動 と行動 に よっ て 伝 え られ

て い く中で ，人 び と の 心 に 人権感覚 ・意識が 最重視 され普遍化 し た と き，「ハ ン セ ン 病問題」，あ

る い は その 他の 人権侵害の 問題 は 「忘れ ては な らな い 過去 の 問題 」 とな るで あ ろ う。

お わ り に

　「ハ ン セ ン 病問題」は ， 歴史的・文化 的に 根 深 い 問題 で ある 。 そ れ ゆ え に ， 現在の 著者の 能力で

は ， 問題 の 解明に 関す る部分 に つ い て ， 十 分 に 整理 し ， 論 じる こ とが で き た とは い え な い 。 また ，

偏見 ， 差別 をしない た め に
， 「ハ ン セ ン 病 閊題」か ら人権意識 ・感覚 向上 の 必要性 に つ い て 述 べ た

が ， よ り 「人」に対す る理解 を進め る，ある い は 深め る た め の 個 々 の 主観的世 界に対す る理解 に

関 して は深め る こ とが で きて い な い
。 また，「障害者」 「難病 患者」 に 対す る偏 見，差別 の 問題 等

の 取 り組 み も残され て い る。「ハ ン セ ン 病問題 」な ど の 人権侵害 の 問題 を解決 し て い く手立 て を考

え る とき ， 絡 み つ い た糸 を解 くよ うな作業 と して の 「ラ イ フ ヒ ス ト リ
ー

」の 整理 は ， 大変重要 で
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ある 。 以上 の 点 を今後 の 課題 とした い 。

　なお ， 本論文 の 執筆 に あた り， 心理学 の 立場か ら水 田茂久助教授 にア ドバ イ ス をい た だ き， 大

谷久也 講師に は ハ ン セ ン 病 に関す る資料 を快 く提供 い た だ い た 。また
， 長澤雅春教授 と ジ ョ ナサ

ン
・モ ク ス ン 助教 授に も協力 い た だ い た。こ の 場 をお借 りして 感謝 申 し上 げた い

。
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